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17　医師資格試験暫定法

医 師 資 格 試 験 暫 定 法

199 9 年 7 月　中国衛生部制定

（訳　財団法人日中医学協会）

第 1 章　総　則

第 1 条 「中華人民共和国業務医師法」（以下略称「業務医師法」）第 8 条の規定に基づき、本法を

制定する。

第 2 条 医師資格試験は医師資格申請者が業務に必要な専門の知識と技能を備えているかどうか

を評価する試験である。

第 3 条 医師資格試験は業務医師資格試験と業務医師補資格試験とに分けられる。試験は臨床、

中医、（中医、民族医、中西医結合を含む）、歯科、公衆衛生の 4 分野に分けられる。試

験の形式は実技試験と筆記試験である。

医師資格試験の方法の具体的な内容と計画は衛生部の医師資格試験委員会が制定する。

第 4 条　 医師資格試験は国家統一試験で、毎年 1 回行う。試験の時期は衛生部医師資格試験委員

会が確定し、3ヶ月前に公告する。

第 2 章　組織管理

第 5 条 衛生部医師資格試験委員会は、全国の医師資格試験の業務の責任を負う。委員会の下に

弁公室と専門委員会を置く。

各省、自治区、直轄市の衛生行政部門は医師資格試験指導グループを作り、管轄地区の

医師資格試験業務の責任を負う。

指導グループのグループ長は省レベルの衛生行政部門の主な指導者が兼任する。

第 6 条　 医師資格試験の業務の管理は国家医学試験センター、試験地区、試験地点の三級責任制

とする。

第 7 条　 国家医学試験センターは衛生部と衛生部医師資格試験委員会の指導の下、医師資格試験

の技術的業務について具体的に責任を負う。職責は以下の通り。

����������������（1）試験の大綱の制定と試験問題作成の具体的な業務

����������������（2）試験業務の管理規定の作成

����������������（3）受験者の登録情報処理、試験用紙の作成、試験用紙の発送、答案カードの回収等の

業務

����������������（4）試験の成績の評定と試験の成績表の提供

����������������（5）試験結果の統計分析報告の交付
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（6）衛生部と衛生部医師資格試験委員会への試験業務についての報告

（7）試験地区、試験地点の弁公室の業務指導

（8）試験作成専門官の養成

（9）その他の業務

第 8 条　 各省、自治区、直轄市を試験地区とし、試験地区の主任は省レベルの衛生行政部門の主

管指導者が兼任する。

試験地区の基本的な状況と人員構成は衛生部医師資格試験委員会に報告、登録する。

試験地区に弁公室を置き、その職責は以下の通り。

（1）試験地区の医師資格試験の業務管理の具体的措置の制定

（2）試験地区の医師資格試験の業務管理について責任を負う

（3）各試験地点の弁公室の業務指導

（4）登録情報、試験用紙、答案カード、成績表等試験資料の受け取りと転送、国家医学

試験センターへの登録名簿、答案カード等試験資料の郵送

（5）受験者の資格の再審査、照合

（6）試験期間に試験地区で発生した重大な問題の処理と報告

（7）その他

第 9 条　 試験地区は受験生の状況を考慮して試験地点を設置し、衛生部医師資格試験委員会に報

告、登録する。試験地点は地区または地区の市に設置する。試験地点には主任試験官を

1 人置く。主任試験官は地区あるいは地区の市レベルの衛生行政部門の主管指導者が兼

任する。

試験地点は試験地点に適した設置基準を設ける。試験地点に弁公室を設置する。その職

責は以下の通り。

（1）該当地区の医師資格試験の業務について責任を負う

（2）受験者の出願の受理、受験者の出願書類の確認、受験資格の審査

（3）受験者の申請書類の記入の指導、受験者に関する情報の統一的な処理

（4）受験料の受領

（5）受験票の発行

（6）試験会場の手配、試験監視員の手配と養成訓練

（7）試験地点の試験用紙、答案カードの受け取り、試験前の機密保持の責任を負う

（8）試験の実施

（9）試験終了後の試験用紙、答案カードの点検、答案カードの郵送と試験用紙の廃棄

（10）成績表の発送ならびに成績に関する問い合わせの受付

（11）試験期間中に試験地点で発生した問題の処理と報告
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（12）その他

第10 条 各試験管理部門と機構は計画的に各々の試験作業員を養成訓練しなければならない。

第 3 章　出願手続き

第11 条 「業務医師法」第 9 条に適する者は、業務医師資格試験に出願する事ができる。

1998 年 6 月 26 日以前に医士専門技術職の資格を取得後、業務医師補の資格を取得した

者で医士としての就業期間と業務医師補取得後の就業期間の合計が満 5 年の者は業務医

師資格試験に出願できる。

高等学校医学本科以上の学歴とは国務院教育行政部門が認可する各種の高等学校医学本

科以上の学歴を指す。

第12 条 「業務医師法」第 10 条に適する者は、業務医師補資格試験に出願できる。

高等学校医学専科の学歴とは省レベル以上の教育行政部門が認可する各種の高等学校医

学専科の学歴を指す。中等専門学校医学専業の学歴は省レベル以上の教育行政部門が認

可する各種の中等専門学校の医学専業中等学歴を指す。

第13 条 医士資格試験に申請参加する者は、公告の期限内に本籍地の試験弁公室に申請し、以下

の資料を提出しなければならない。

（1）脱帽正面半身の 2 寸四方の大きさの写真 2 枚

（2）身分証明書

（3）卒業証明書のコピー

（4）試用機関が出す 1 年の試用期間の終了と審査合格の証明書

（5）業務医師補が業務医師資格試験に申請する場合は、「医師資格証明書」コピー、「医

師業務証明書」コピー、業務時間と審査合格証明書

（6）出願に必要なその他の書類

試用機関の所在地と本籍地が異なる場合は、試用機関の推薦により、試用機関の所在地

で試験に申請参加できる。

第 14 条　審査を経て、出願条件に適している場合は試験地点が「受験票」を支給する。

第 15 条　出願後試験に参加しない場合は、その受験資格は取り消される。

第 4 章　実技試験

第16 条 衛生部医師資格試験委員会の指導の下、省レベルの医師資格試験指導グループは管轄区

の受験者の情況と専門により、実技試験大綱に基づいて、実技試験を責任を持って実施

する。

第17 条 業務医師補業務証明書をすでに取得し、業務医師資格試験に出願する者は、実技試験を
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免除できる。

第18 条 省レベル医師資格試験指導グループの批准を経た、「医療機関基準」2 級以上の病院（中

医、民族医、中西医結合の病院は除く）、婦幼保健院、救急センターは、各々の機関に指

定された受験者の臨床分類別の実技試験を引き受ける。

前述の規定外のその他の者は、試験地点の弁公室の統一手配により、省レベルの医師資

格試験指導グループの指定する地区の市レベル以上の医療、予防、保健機関、組織で実

技試験に参加する。受験する機関、組織は医学総合筆記試験の受験地に所在しなければ

ならない。

第19 条 実技試験を実施する試験官は下記の条件を備えていなければならない。

（1）主治医師以上の専門技術職務資格を取得して 3 年以上であること

（2）医師の養成訓練または医学専門学生の実習指導の経験が 1 年以上あること

（3）省レベルの医師資格試験指導グループが行う試験関連業務知識の訓練を経て、試験

に合格し、省レベルの医師資格試験指導グループから実技試験官任命証書を交付され

ていること

実技試験官の任期は 2 年。

第20 条 実技試験を引き受ける機関あるいは組織内に若干の試験グループを置く。それぞれの試

験グループは 3 人以上の奇数の試験官から成る。その中の 1 名を主任試験官とする。主

任試験官は副主任医師以上の専門技術職資格を有し、かつ実技試験機関または組織の主

要な責任者の推薦を受け、試験地点の弁公室に申請し、審議、批准される。

第21 条 試験官が次に掲げる条件のひとつに該当する場合は、自ら辞退しなければならない。受

験者も口頭または書面で辞退について申請する権利がある。

（1）受験者の近親者

（2）受験者と利害関係がある場合

（3）受験者とその他の関係にあり、試験の公正さに影響を与える場合

前述の規定は試験組織の業務員にも適用される。

第22 条 実技試験機関あるいは組織は受験者が提出する試用期間 1 年の実践に関する書類につい

て真剣に審議しなければならない。

第23 条 試験グループの評議の際、意見が分かれる場合は、多数決により決定し、主任試験官が

試験結果に署名する。但し、少数意見も記録しなければならない。評議記録は試験グ

ループの全試験官が署名する。

第24 条 省レベルの医師資格試験指導グループは実技試験の業務を引き受ける機関あるいは組織

に対する検査、指導、監督、評価を強化しなければならない。

第25 条 本法第 18 条第 1 項に規定する機関は、受験者の試験結果および関係資料を試験地点の
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弁公室に審議のために通知しなければならない。試験地点の弁公室は医学総合筆記試験

の 15 日前に実技試験の結果を受験者に通知し、合格者に対しては、主任試験官が署名

発行する実技試験合格証明を交付する。

本法第 18 条第 2 項に規定する機関あるいは組織は試験終了後、試験結果および関係資

料を試験地点の弁公室に審議のために通知しなければならない。試験地点の弁公室は試

験結果を受験者に通知し、合格者に対しては、主任試験官が署名発行する実技試験合格

証明を交付する。弁公室への報告と受験者への通知の具体的な時期については省レベル

衛生行政部門が定める。

実技試験合格者のみ医学総合筆記試験に参加できる。

第 5 章　医学総合筆記試験

第26 条 実技試験に合格した受験者は実技試験合格証明を持って医学総合筆記試験に参加しなけ

ればならない。

第27 条 医師資格試験問題（予備用も含む）と標準解答は、使用前は厳格に秘密を保持し、使用

後の試験問題は廃棄しなければならない。

第28 条 国家医学試験センターは試験地区に医学総合筆記試験用紙と答案カード、成績台帳、受

験者の成績表および試験統計分析結果を提供する。試験地点は試験地区の指導監督の下

で試験を計画実施する。

第29 条 試験センター、試験地区、試験地点の作業者、出題者は直系親族が医師資格試験に参加

する場合は辞退しなければならない。

第30 条 医師資格試験終了後、試験地区は直ちに試験の状況を衛生部医師資格試験委員会に報告

しなければならない。

第31 条 医師資格試験合格ラインは衛生部医師資格試験委員会が確定し、公告する。

第32 条 受験者の成績表は試験地点が受験者に交付する。受験者の成績は正式交付以前は厳格に

秘密を保持しなければならない。

第33 条 試験合格者は、業務医師資格あるいは業務医師補資格を授与させる。省レベルの衛生行

政部門は衛生部で統一して印刷制作する「医師資格証明書」を交付する。

「医師資格証明書」は業務医師資格あるいは業務医師補資格の証明書類である。

第 6 章　処罰

第34 条 本法に違反し、受験者が次に掲げる条件のひとつに該当する場合は、県レベル以上の衛

生行政部門が事情を調査し、警告、批判通告、受験資格の一部取り消し、受験資格の全

部取り消し等の処罰あるいは処分を行う。犯罪に該当する場合は、法により刑事責任を
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追及する。

（1）試験場の規律に違反し、試験場の秩序を乱すこと

（2）替え玉受験

（3）氏名、年齢、学歴、勤続年数、民族、身分証明、学籍を偽ること

（4）関係資料の偽造等不正行為

（5）その他の重大な不正行為

第35 条 試験作業者が本法に違反し、次に掲げる条件のひとつに該当する場合は、県レベル以上

の衛生行政部門が警告を与えるかまたは試験作業者としての資格を取り消す。本人の所

属する機関は、過失の記録（譴責）、重過失の記録、官級の降格、職位の降格、免職、解

雇等の処分を行うことができる。犯罪に該当する場合は、法により刑事責任を追及する。

（1）試験監督中の職責の不履行

（2）試験答案の評点中に評点の間違い、評点の漏れ、間違いの多い場合、指摘されても

改めようとしない者

（3）試験答案の評点作業のろうえい

（4）立場を利用して、受験者に不正な要求をしたり私利を貪ること

（5）その他の重大な違反行為

第 36 条　試験地点が以下に掲げる条件のひとつに該当し、大きな影響がある場合は、試験地点の

資格を取り消し、責任者の責任を追及する。

（1）試験作業の管理が混乱し、重大な間違いが起こったとき

（2）試験場の秩序が混乱し、多くの不正、カンニングが起こったとき

（3）試験問題のろうえい、破損、紛失

（4）その他試験に影響を与える行為

試験場、試験地点で規律が混乱し、組織的な不正がある場合、相当範囲の試験が無効と

なる。

第37 条 衛生行政部門の作業者が本法に関する規定に違反し、試験中に不正な行為を行い、職務

をおろそかにし、職権を濫用し、私利に惑わされて不正を行う場合、法により行政処分

を行う。犯罪に該当する場合は、法により刑事責任を追及する。

第38 条 実技試験の受験者が偽証を行った場合、法により直接の責任者の法的責任を追及する。

業務医師が偽証を行った場合、登録を取り消し、「医師業務証明書」を取り下げる。偽証

を行った機構の主な責任者に対しては事情を視察し免職、解雇等の処分を行う。犯罪に

該当する場合は、法により刑事責任を追及する。

省レベルの医師資格試験指導グループは規定に違反する実技試験の機構あるいは組織に

対して責任を持って期限内に改善させる。事情が深刻な場合は、実技試験機構あるいは
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組織の資格を取り消す。5 年間は実技試験指定機構あるいは組織の再申請はできない。

第 7 章　附則

第39 条 省レベルの衛生行政部門は本法にもとづいて具体的な規定を制定し、衛生部に報告し、

受理される。

第40 条 国家と省レベルの中医薬主管部門は、それぞれ衛生部医師資格試験委員会と省レベルの

医師資格試験指導グループの統一手配の下、中医（中医、民族医、中西医結合を含む）医

師資格試験の技術的な作業、受験者の資格審査、実技試験等を実施する。

第41 条 本法でいう医療機関は「医療機関管理条例」第 2 条と「医療機関管理条例実施細則」第 2

条と第 3 条が規定する機関であり、地域医療サービス機関と採供血機関は「医療機関機

構管理条例実施細則」第 3 条第 12 項の規定を適用し、予防機関は「伝染病防治法実施弁

法」第 73 条の規定する機関を指す。

第42 条 家族計画技術サービス機関の職員は本法の規定を適用する。

第43 条 本法の解釈は衛生部が責任を持って行う。

第44 条 本法は発布日から施行する。
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18　医師業務登録暫定法

医師業務登録暫定法

1999 年 7 月　中国衛生部制定

（訳　財団法人日中医学協会）

第 1 章　総則

第 1 条 医師の業務の範囲を定め、医師の管理を強化するために、「中華人民共和国業務医師法」

に基づいて、本法を制定する。

第 2 条 医師は「医師業務証書」を取得後、登録した業務を行う場所、業務の種類、業務の範囲

によって、医療、予防、保健活動を行うことができる。

業務を行う場所は医師が勤務する医療、予防、保健機関および登記登録された住所。

業務の種類は、臨床、中医（中医、民族医、中西医結合を含む）、歯科、公衆衛生を指す。

「医師業務証書」を取得していない者は、医療、予防、保健活動に従事してはならない。

第 3 条 衛生部が全国の医師の業務登録の監督管理の責任を負う。

県レベル以上の地方人民政府衛生行政部門は医師の業務登録の主管部門となり、行政区

域内における医師の業務登録の監督管理の責任を負う。

第 2 章　登録の条件

第 4 条 業務医師資格あるいは業務医師補資格のある者は、医師の業務登録ができる。

第 5 条 次に掲げる条件のひとつに該当する場合は、登録できない。

（1）民事行為能力がない場合

（2）刑事罰を受け、刑期満了日から登録申請日までが 2 年未満の場合

（3）「医師業務証書」取り消しの行政処罰を受け、処罰決定日から登録申請日までが 2 年

未満の場合

（4）甲類、乙類の伝染病感染期、精神病発病期、および身体障害等健康状況が医療、予

防、保健の業務の任に適さないかまたはその任に堪えない場合

（5）登録の申請をし直す際、衛生行政部門が指定する機関または組織の審査において不

合格になった場合。

（6）衛生部が医療、予防、保健の業務に従事してはならないと定めたその他の事情があ

る場合

第 3 章　登録の手続き

第 6 条 医療、保健機関で勤務しようとする者は、当該機関の業務を批准する衛生行政部門に登
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録の申請をしなければならない。予防機関で勤務しようとする者は、当該機関と同レベ

ルの衛生行政部門に登録の申請をしなければならない。

機関、企業や事業体の医療機関に勤務しようとする者は、当該機関に「医療機関業務許

可証」を発行している衛生行政部門に申請しなければならない。

第 7 条 医師の業務登録の申請に当たっては、以下の資料を提出しなければならない。

（1）医師業務登録申請審査表

（2）脱帽正面半身 2 寸四方大の写真 2 枚

（3）「医師資格証書」

（4）主管部門が指定する医療機関が出す 6ヶ月以内の健康診断書

（5）身分証明書

（6）医療、予防、保健機関の招聘証明

（7）省レベル以上の衛生行政部門が定めるその他の資料

登録を申請し直す場合は、前述の第 2 項から第 7 項で規定する資料以外に、医師業務

再登録申請審査表と県レベル以上の衛生行政部門が指定する医療、予防、保健機関また

は組織が出す業務水準についての審査結果証明を提出しなければならない。

業務医師資格または業務医師補資格を取得後 2 年以内に登録していない者が登録を申請

するときは、省レベル以上の衛生行政部門が指定する機関で3 ～ 6ヶ月の訓練を受け、か

つその審査に合格した証明を提出しなければならない。

第 8 条 登録主管部門は登録の申請を受理した日から 30 日以内に提出された申請資料の審査を

行わなければならない。審査に合格の場合は登録し、衛生部統一の「医師業務証明書」を

支給する。

第 9 条 登録の条件にあわない者に対しては、登録主管部門は登録の申請を受理した日から 30 日

以内に、書面で申請者に通知または理由を説明しなければならない。申請者は異議があ

る場合は、法に基づいて再審査を申請、または人民法院に起訴できる。

第10 条 次に掲げる条件のひとつに該当する場合は、改めて登録の申請をし直さなければならな

い。

（1）医師の業務活動を中止して 2 年以上の場合

（2）本法第 5 条に定める登録不許可の事情がなくなった場合

改めて登録の申請をし直す者は、まず県レベル以上の衛生行政部門が指定する医療、予

防、保健機関または組織で 3 ～ 6ヶ月の訓練を受け、かつ審査に合格の後、本法の規定

に基づいて改めて業務登録の申請をしなければならない。

第11 条 業務医師補で業務医師資格を取得後、医療、予防、保健機関で継続して業務を執り行っ

ている場合は、本法第 6 条の規定に基づいて、業務医師の登録の申請をしなければなら
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ない。

申請者は本法第 7 条第 1 項目に定める資料以外に、元の「医師業務証書」を提出しなけ

ればならない。登録主管部門は登録手続き中は、元の「医師業務証書」を回収し、新た

に「医師業務証書」を支給しなければならない。

第12 条 「医師業務証書」はきちんと保管し、借り貸し、抵当に入れる、譲渡、改竄、毀損しては

ならない。破損または遺失した場合は、当事者は速やかに証書発行部門に再発行につい

て申請しなければならない。破損した「医師業務証書」は証書発行部門に返却しなけれ

ばならない。「医師業務証書」を遺失した場合は、本人が 15 日以内に当地の指定する新

聞雑誌紙上に公告しなければならない。

第 4 章　登録の取り消しと変更

第13 条 医師登録後次に掲げる条件のひとつに該当する場合は、所在の医療、予防、保健機関は

30 日以内に登録主管部門に報告し、登録取り消し処理を行わなければならない。

（1）死亡または失踪を宣告された場合

（2）刑事罰を受けた場合

（3）「医師業務証書」取り消しの行政処罰を受けた場合

（4）審査不合格による業務停止期間が満了し、訓練を受け再審査で不合格になった場合

（5）医師の業務活動を中止して 2 年経過した場合

（6）健康状況が業務の継続に適さない場合

（7）「医師業務証書」の貸し借り、抵当に入れる、譲渡、改竄の行為がある場合

（8）衛生部が医療、予防、保健の業務に従事してはならないと定めたその他の事情があ

る場合

登録主管部門は前述の状況がある場合は、登録を取り消し、「医師業務証書」を回収しな

ければならない。

第14 条 登録を取り消された当事者は異議がある場合は、法に基づいて再審議を申請、または人

民法院に起訴することができる。

第15 条 医師登録後次に掲げる条件のひとつに該当する場合は、所在の医療、予防、保険機関は

30 日以内に登録主管部門に報告登録しなければならない。

（1）転勤、休職、退職の場合

（2）免職、解雇された場合

（3）省レベル以上の衛生行政部門が定めるその他の事情がある場合

第16 条 医師が業務地点、業務の種類、業務範囲等の登録事項を変更する場合は、登録主管部門

で登録変更手続きをし、医師業務登録変更申請審査表、「医師資格証書」、「医師業務証書」
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および省レベル以上の衛生行政部門が定めるその他の資料を提出しなければならない。

但し、医療、予防、保健機関が批准する農村衛生支援、立会診察、研修、学術交流、政

府から依頼された任務、衛生行政部門が批准するボランティア診療等は除外される。

第17 条 医師の登録変更の申請事項が元の登録主管部門の管轄に属する場合は、申請者は元の登

録主管部門で変更手続きを申請しなければならない。

医師の登録変更の申請事項が元の登録主管部門の管轄に属さない場合は、申請者はまず

元の登録主管部門で登録事項と医師業務証書番号を申請し、その後業務を行う地点の登

録主管部門で登録変更の手続きを申請しなければならない。

省、自治区、直轄市に登録事項の変更が跨る場合、前述の手続き以外に、新しい業務地

点の登録主管部門は、登録手続きの間は元の「医師業務証書」を回収し、あらたに「医

師業務証書」を支給しなければならない。

第18 条 登録主管部門は登録変更の申請を受理した日から 30 日以内に登録変更の手続きを行わ

なければならない。登録変更の条件に不適で変更を許可できない場合は、登録変更の申

請を受理した日から 30 日以内に書面で申請者に通知し、理由を説明しなければならな

い。申請者は異議がある場合は、法に基づいて再審議を申請、または人民法院に起訴で

きる。

第19 条 医師は登録変更手続き中は、「医師業務証書」の元の登録事項が新しい事項に変更、許可

されるまでは、業務活動に従事してはならない。

第20 条 医師の業務登録主管部門は、「医師業務証書」の登録許可、支給、登録取り消しと登録変

更について、統計システムと個人登録システムを作らなければならない。

第21 条 県レベル以上の治法の衛生行政部門は、登録許可、登録取り消し、登録変更を行った人

の名簿を公告し、省レベルの衛生行政部門がとりまとめて、衛生部に報告、登録しなけ

ればならない。

第22 条 医療、予防、保健機関が「中華人民共和国業務医師法」第 16 条と本法第 15 条に定めら

れた職務の報告を行わず、重大な結果を招いた場合は、県レベル以上の衛生行政部門は

当該機関の主な責任者に対して行政処分を行う。

第 5 章　附則

第23 条 中医（中医、民族医、中西医結合を含む）医療機関の医師の業務登録の管理は中医薬主

管部門が責任を負う。

第24 条 医師の業務範囲は別に制定する。

第25 条 医師の業務地点が 2 カ所以上の場合の管理規定は別に制定する。

第26 条 本法で言う医療機関は「医療機関管理条例」第 2 条と「医療機関管理条例実施細則」第 2
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条と第 3 条に規定する機関。

地域衛生サービス機関と採供血機関は「医療機関管理条例実施細則」第 3 条第 12 項の規

定を適用する。予防機関は「伝染病防治法実施法」第 73 条が規定する機関。

第27 条 家族計画技術サービス機関の医師は本法が適用される。

第28 条 国外の人が中国国内で業務申請する場合は、国家の関連する規定によって処理する。

第29 条 本法は発布日から施行する。
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